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す
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福
井
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
お
よ

び
福
井
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
お
よ
び
給

与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日

福
井
県
知
事

西
川

一
誠

福
井
県
規
則
第
六
十
九
号

福
井
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

お
よ
び
福
井
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採

用
お
よ
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る

規
則

福
井
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
お
よ

び
福
井
県
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
お
よ
び
給

与
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
平
成
十
九
年
福
井
県
条
例
第
四
十
六
号
）
の
施
行

期
日
は
、
平
成
十
九
年
八
月
一
日
と
す
る
。

告

示

福
井
県
告
示
第
５
３
２
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第

２
９
２
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
同
法
第
２
５
２

条
の
１
４
第
１
項
お
よ
び
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
２

５
年
法
律
第
２
６
１
号
）
第
７
条
第
４
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
平
成
１
９
年
７
月
３
１
日
か
ら
福
井
県
後

期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
公
平
委
員
会
の
事
務
を

次
の
規
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
受
託
し
、
福
井

県
人
事
委
員
会
に
お
い
て
管
理
し
、
お
よ
び
執
行
す

る
の
で
、
地
方
自
治
法
第
２
５
２
条
の
１
４
第
３
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
２
５
２
条
の
２
第
２
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
１
９
年
７
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

福
井
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
と
福
井

県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
委
託
に
関

す
る
規
約

（
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託
）

第
１
条
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７

号
）
第
２
９
２
条
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
第
２
５
２

条
の
１
４
第
１
項
お
よ
び
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

２
５
年
法
律
第
２
６
１
号
）
第
７
条
第
４
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
福
井
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
（
以
下
「
甲
」
と
い
う
。
）
は
、
地
方
公
務
員

法
第
８
条
第
２
項
に
規
定
す
る
公
平
委
員
会
の
事

務
を
福
井
県
（
以
下
「
乙
」
と
い
う
。
）
に
委
託

す
る
。

（
委
託
事
務
の
管
理
お
よ
び
執
行
の
方
法
）

第
２
条
公
平
委
員
会
の
事
務
の
管
理
お
よ
び
執
行

に
つ
い
て
は
、
乙
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
規
程
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
地
方
公
務
員

法
第
５
２
条
第
４
項
の
規
定
に
基
づ
く
管
理
職
員

等
の
範
囲
を
定
め
る
人
事
委
員
会
規
則
は
、
甲
に

つ
い
て
別
に
定
め
る
。

（
委
託
事
務
に
か
か
る
経
費
の
支
弁
の
方
法
等
）

第
３
条
第
１
条
の
規
定
に
よ
り
乙
が
委
託
を
受
け

た
事
務
の
処
理
に
要
す
る
経
費
は
、
乙
が
支
弁
し

、
そ
の
費
用
は
甲
が
負
担
す
る
。

（
補
則
）

第
４
条
公
平
委
員
会
の
事
務
の
管
理
お
よ
び
執
行

に
関
す
る
乙
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
規
程
を
制

定
ま
た
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
乙
は
あ

ら
か
じ
め
甲
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２
こ
の
規
約
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
公
平
委
員

会
の
事
務
の
委
託
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
甲
と

乙
が
協
議
し
て
定
め
る
。

附
則

こ
の
規
約
は
、
平
成
１
９
年
７
月
３
１
日
か
ら
施

行
す
る
。

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
５
３
３
号

第 １８５８ 号
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福
井
県
青
少
年
愛
護
条
例
（
昭
和
３
９
年
福
井
県

条
例
第
１
５
号
）
第
１
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
も
の
を
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
有
害
な

興
行
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
１
９
年
７
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

指
定
理
由
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
ま
た
は

著
し
く
粗
暴
性
、
残
虐
性
も
し
く
は
犯
罪

を
誘
発
助
長
す
る
性
質
を
有
し
、
青
少
年

の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
。

指
定
年
月
日
平
成
１
９
年
７
月
２
０
日

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
５
３
４
号

福
井
県
青
少
年
愛
護
条
例
（
昭
和
３
９
年
福
井
県

条
例
第
１
５
号
）
第
１
１
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
も
の
を
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
有
害
な

図
書
等
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
１
９
年
７
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

指
定
理
由
著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
、
ま
た
は

著
し
く
粗
暴
性
、
残
虐
性
も
し
く
は
犯
罪

を
誘
発
助
長
す
る
性
質
を
有
し
、
青
少
年

の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
。

指
定
年
月
日
平
成
１
９
年
７
月
２
０
日

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
５
３
５
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
４
４
号
）

第
５
４
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
の

規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当

さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
５
５
条
の

２
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
１
９
年
７
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

制
作
会
社
、配
給
会
社
等
名

オ
ー
ピ
ー
映
画

同
上

同
上

同
上

同
上

新
日
本
映
像

同
上

新
東
宝
映
画

エ
ス
ピ
ー
オ
ー

題
名

銀
行
レ
デ
ィ
ー
エ
ッ
チ
に
癒
し
て

キ
ャ
バ
ク
ラ
嬢
し
ぼ
り
出
す
指
先

不
倫
中
毒
官
能
の
ま
ど
ろ
み

特
命
シ
ス
タ
ー
ね
っ
と
り
エ
ロ
仕
置
き

新
妻
の
寝
床
毎
晩
感
じ
ち
ゃ
う

お
葬
式
の
義
母
ト
イ
レ
で
情
事

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス

〈
お
葬
式
の
義
母
ト
イ
レ
で
情
事
〉

ザ
・
ス
ワ
ッ
プ
新
妻
絶
淫
調
教

恋
愛
の
目
的

種
別

映
画

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

制
作
所
、発
行
所
等
名

三
和
出
版（
株
）

三
和
出
版（
株
）

（
株
）サ
ン
出
版

宙
出
版

セ
ブ
ン
新
社

（
株
）マ
ガ
ジ
ン
・
マ
ガ
ジ
ン

日
本
文
芸
社

雑
誌
番
号
等

１７９９１
－
０８

１９６７３
－
０８

０３８０１
－
０８

０９６７１
－
０８

０７６８９
－
０８

０３８４３
－
０８

２０５５７
－
８
／１９

図
書

等
名

ベ
ス
ト
ビ
デ
オ
ス
ー
パ
ー
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
８
月
号

レ
デ
ィ
ー
ス
コ
ッ
ミ
ッ
ク
・
タ
ブ
ー
８
月
号

コ
ミ
ッ
ク
ア
ム
ー
ル
８
月
号

L
ady's

C
om
ic
SpecialA

Y
A
８
月
号

微
熱
SU
P
E
R
デ
ラ
ッ
ク
ス
８
月
号

コ
ミ
ッ
ク
June８

月
号

m
iniラ

ブ
V
ol.１

（
株
）Ｍ
Ｃ
プ
レ
ス

ワ
ニ
マ
ガ
ジ
ン
社

（
株
）ぶ
ん
か
社

（
株
）マ
ガ
ジ
ン
・
マ
ガ
ジ
ン

東
京
三
世
社

１６５４５
－
０８

０６２３５
－
８

１３４３９
－
８

１８３８６
－
０８

１３８９１
－
８

D
V
D
ヤ
ッ
タ
ネ
！
８
月
号

C
hu
ッ
８
月
号

本
当
に
あ
っ
た
Ｈ
な
話
８
月
号

ス
ト
リ
ー
ト
・
シ
ュ
ガ
ー
・
リ
ン
ダ
D
V
D
V
ol.１

コ
ミ
ッ
ク
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
８
月
号

一
般
雑
誌

雑
誌
（
Ｄ
Ｖ
Ｄ
付
）
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
５
３
６
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
２
５
年
法
律
第
１
４
４
号
）

第
５
４
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
法
の

規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
支
援
計

画
の
作
成
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、

同
法
第
５
５
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

告
示
す
る
。

平
成
１
９
年
７
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
５
３
７
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
２
４
年
法
律
第
１
９
５
号
）

第
３
０
条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
１
９
年

７
月
２
０
日
付
け
で
小
舟
渡
土
地
改
良
区
の
定
款
変

更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

平
成
１
９
年
７
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

福
井
県
告
示
第
５
３
８
号

農
林
水
産
大
臣
か
ら
、
森
林
法
（
昭
和
２
６
年
法

律
第
２
４
９
号
）
第
２
９
条
の
規
定
に
よ
り
、
保
安

林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の

で
、
同
法
第
３
０
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

指
定
年
月
日

平
成
１９
年
７
月
１１
日

平
成
１９
年
７
月
１１
日

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

�
江
市
宮
前
町
１
丁
目
５
番
地
４
号

�
江
市
宮
前
町
１
丁
目
５
番
地
４
号

居
宅
介
護
事
業
者
の
名
称

株
式
会
社
ケ
ア
・
ス
マ
イ
ル

株
式
会
社
ケ
ア
・
ス
マ
イ
ル

事
業
の
種
類

訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
介
護

居
宅
介
護
事
業
所
の
所
在
地

�
江
市
宮
前
町
１
丁
目
５
番
地
４
号

�
江
市
宮
前
町
１
丁
目
５
番
地
４
号

居
宅
介
護
事
業
所
の
名
称

ケ
ア
・
す
ま
い
る
訪
問
介
護
事
業
所

ケ
ア
・
す
ま
い
る
訪
問
介
護
事
業
所

指
定
年
月
日

平
成
１９
年
７
月
１１
日

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

�
江
市
宮
前
１
丁
目
５
番
地
４
号

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
名
称

株
式
会
社
ケ
ア
・
ス
マ
イ
ル

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
所
在
地

�
江
市
宮
前
１
丁
目
５
番
地
４
号

居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
名
称

ケ
ア
・
す
ま
い
る
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
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告
示
す
る
。

平
成
１
９
年
７
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

越
前
市
西
河
内
町
６
３
字
小
平
２
６
の
１
、
２

６
の
３

２
指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

３
指
定
施
業
要
件

�
立
木
の
伐
採
の
方
法

ア
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

イ
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に

係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

ウ
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

�
立
木
の
伐
採
の
限
度
な
ら
び
に
植
栽
の
方
法

・
期
間
お
よ
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書

類
を
福
井
県
庁
お
よ
び
越
前
市
役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第

７
号
）
第
１
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
１
９
年
７
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
１
９
年
７
月
１
１
日

２
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
等

�
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
糖
代
謝
活
性
化
療
法

普
及
セ
ン
タ
ー

�
代
表
者
の
氏
名

竹
越
靖
夫

�
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
井
県
福
井
市
和
田
中
町
舟
橋
７
番
地
１

�
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
広
く
市
民
に
対
し
て
、
セ
ミ

ナ
ー
等
を
開
催
し
糖
尿
病
の
合
併
症
進
展
阻
止

に
効
果
の
あ
る
糖
代
謝
活
性
化
療
法
の
普
及
を

図
り
、
国
民
の
医
療
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

３
縦
覧
に
供
す
る
期
間
お
よ
び
場
所

�
縦
覧
に
供
す
る
期
間

平
成
１
９
年
７
月
１
１
日
か
ら
平
成
１
９
年

９
月
１
０
日
ま
で

�
縦
覧
に
供
す
る
場
所

福
井
県
総
務
部
男
女
参
画
・
県
民
活
動
課
ふ

く
い
県
民
活
動
セ
ン
タ
ー
内

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第

７
号
）
第
１
０
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
１
９
年
７
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
１
９
年
７
月
１
１
日

２
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
等

�
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
永
平
寺
ス
マ
イ
ル
ハ

ー
ト

�
代
表
者
の
氏
名

大
久
保
雅
男

�
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
井
県
吉
田
郡
永
平
寺
町
東
古
市
第
８
号
１

６
番
地
の
２
永
平
寺
町
障
害
者
自
立
支
援
セ

ン
タ
ー
内

�
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
永
平
寺
町
民
に
対
し
て
、
障

害
者
の
福
祉
に
関
す
る
事
業
な
ど
を
行
い
、
明

る
い
町
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

３
縦
覧
に
供
す
る
期
間
お
よ
び
場
所

�
縦
覧
に
供
す
る
期
間

平
成
１
９
年
７
月
１
１
日
か
ら
平
成
１
９
年

９
月
１
０
日
ま
で

�
縦
覧
に
供
す
る
場
所

福
井
県
総
務
部
男
女
参
画
・
県
民
活
動
課
ふ

く
い
県
民
活
動
セ
ン
タ
ー
内

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
１
０
年
法
律
第

７
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
２
５
条
第
３
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款

の
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
２
５
条

第
５
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
１
０
条
第

２
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
関
係

書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
１
９
年
７
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
１
９
年
７
月
１
０
日

２
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
等

�
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
和
が
家

�
代
表
者
の
氏
名

高
津
�
生

�
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
井
県
大
野
市
中
据
第
５
２
号
６
番
地
８

�
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
介
護
を
必
要
と
す
る
人
を
含

め
た
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
、
介
護
保
険
事
業

、
介
護
予
防
事
業
、
障
害
者
自
立
支
援
事
業
、

研
修
に
関
す
る
事
業
な
ど
を
行
い
、
地
域
福
祉

の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

３
縦
覧
に
供
す
る
期
間
お
よ
び
場
所

�
縦
覧
に
供
す
る
期
間

平
成
１
９
年
７
月
１
０
日
か
ら
平
成
１
９
年

９
月
９
日
ま
で

�
縦
覧
に
供
す
る
場
所

福
井
県
総
務
部
男
女
参
画
・
県
民
活
動
課
ふ

く
い
県
民
活
動
セ
ン
タ
ー
内

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）

第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
越
前
市
長
か
ら

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受

け
た
の
で
、
同
法
第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
２
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
１
９
年
７
月
３
１
日

福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
都
市
計
画
の
種
類
お
よ
び
名
称

�
種
類

地
域
地
区
（
特
別
用
途
地
区
）

�
名
称

丹
南
都
市
計
画
特
別
用
途
地
区

（
大
規
模
集
客
施
設
制
限
地
区
）

２
縦
覧
場
所

福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

都
市
計
画
法
（
昭
和
４
３
年
法
律
第
１
０
０
号
）

第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
２
０
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
越
前
市
長
か
ら

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受

け
た
の
で
、
同
法
第
２
１
条
第
２
項
の
規
定
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
２
０
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
１
９
年
７
月
３
１
日
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福
井
県
知
事
西
川
一
誠

１
都
市
計
画
の
種
類
お
よ
び
名
称

�
種
類

都
市
施
設
（
駐
車
場
）

�
名
称

丹
南
都
市
計
画
駐
車
場
相
生
駐
車
場

２
縦
覧
場
所

福
井
市
大
手
３
丁
目
１
７
番
１
号

福
井
県
土
木
部
都
市
計
画
課

人
事
委
員
会
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日

福
井
県
人
事
委
員
会

委
員
長

川
上

賢
正

福
井
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
九
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
福

井
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
第
二
号
中
「
放
射
能
」
の
下
に
「
、
医

学
物
理
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日
印

刷

発
行
人

〒
九
一
〇
―
八
五
八
〇

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
一
七
番
一
号

福

井

県

平
成
十
九
年
七
月
三
十
一
日
発

行

印
刷
人

〒
九
一
九
―
〇
四
八
二

福
井
県
坂
井
市
春
江
町
中
庄
六
一
―
三
二

㈱
エ
ク
シ
ー
ト

�
�
五
六
七
八
番
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